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放射性物質を含む廃棄物等の保管量調査結果

クリアランスレベル 排出者責任 国責任

地域名
100

Bq/ｋｇ以下
100～8,000
Bq/ｋｇ以下

8,000
Bq/ｋｇ超 未計測 合 計

下越地域 387 5,755 1,018 4,442 11,602

中越地域 865 5,256 ０ 1,142 7,263

上越地域 ０ ０ ０ ０ ０

佐渡地域 ０ ０ ０ ０ ０

合 計 1,252 11,011 1,018 5,584 18,865

浄水汚泥
単 位：トン
調査基準日：H24.1.1

※未計測には，天日乾燥床にて乾燥中の汚泥なども含む。



測定値
（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

○ H24.1.20 事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項について（別紙１）
○ H24.1.20 指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方について（別紙２）

8,000

100

放射性物質汚染対処特措法による処理基準

クリアランスレベル

排出者責任

国責任

産業廃棄物は，廃棄物処理法に基づき排出者が責任を持って処理

※現在，国が処理方針を検討中

「放射性物質として扱う必要のない」通常の廃棄物として取り扱う基準

通常の処理方法で適切な管理を行えば，周辺住民の安全も確保したうえで，処理が
十分に可能であり，その考え方は科学的・法的根拠に基づき評価されている。
※周辺住民よりも被ばくしやすい作業者であっても，被ばく線量が1mSv/年を下回る。

1,018
トン

11,011
トン

1,251
トン

各種基準に基づき，排出事業者で一時保管

※県内保管量

参考

浄水汚泥





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


